
入札説明書 

 

 令和７年度 湖西市水道事業電子式指示方式水道メーター購入その２について、次

のとおり一般競争入札を実施する。 

 なお、入札等については、関係法令及び湖西市水道事業契約規程に定めるものの

ほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１． 入札に付する事項 

（１） 入札番号 

湖環水契第 7307 号 

（２） 件 名 

令和７年度 湖西市水道事業電子式指示方式水道メーター購入その２ 

（３） 購入物品の仕様等 

令和７年度 湖西市水道事業電子式指示方式水道メーター購入その２ 

特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）のとおり 

（４） 納入期間 

契約締結日から令和８年６月 30 日まで 

（５） 納入場所 

特記仕様書のとおり 

 

２． 入札参加資格 

本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 計量法第 90 条の規定に基づき指定された指定製造事業者（水道メーター第一類

及び第二類）である者又は指定製造事業者（水道メーター第一類、第二類）から   

水道メーターを調達して履行した実績がある者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（３） 法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（４） 湖西市暴力団排除条例（平成 24 年湖西市条例第 34 号）に規定する暴力団員等及

び暴力団員等と密接な交際等を有する者でないこと。 

（５） 入札参加申出書（以下「参加申出書」という。）の提出日から落札決定までの間

において、「湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」（平成 18 年市告

示第 101 号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てが成さ

れている者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）または民事再生法

（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立が成されている者（再

生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 



３． 入札説明書等の閲覧及び取得 

（１） 期間 

 令和８年１月 28 日（水）午前９時から令和８年２月 12日（木）午後５時まで 

（２） 閲覧及び取得方法 

   湖西市ウェブサイトからダウンロード 

【湖西市トップ→市の組織→上下水道課（上水道）→入札情報→水道メーター購入】 

 

４． 入札説明書等に対する質問及び回答 

（１） 入札説明書等に対する質問は、次の期間内に電子メール（E-mail：

jougesoumu@city.kosai.lg.jp）により提出してください。（質問書の様式は、湖

西市ウェブサイトに掲載しています。） 

令和８年１月 28日（水）午前９時から令和８年２月２日（火）午後５時まで 

（２） 入札説明書等に対する質問に対する回答は、令和８年２月４日（水）までに湖西

市ウェブサイトにて行います。 

 

５． 入札方法、入札執行の場所等 

（１） 提出方法 

郵送 ※一般書留、簡易書留又はレターパックに限る。 

 

（２） 提出期間 

令和８年１月 22日（木）午前９時から令和８年２月 12 日（木）午後５時まで 

 

（３） 提出先 

  湖西市環境部上下水道課 

 

（４） 提出書類 

・入札書(様式１） 

※「入札書」様式を使用し、「入札用封筒」に内封すること。 

（入札用封筒作成方法を参照） 

・使用印鑑届(様式２) 

 

（５） 入札方法 

ア 入札書には一切の経費を含めた業務全体の総額を記載すること。 

イ 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 

分の 10 に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると 

きは、端数金額を切捨てた金額）をもって落札価格とし、入札者は消費税及び 

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った 

契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 



 

（６） 入札・開札の日時及び場所 

令和８年２月 12日（金）午前 10時から 

湖西市浄化センター２階小会議室（湖西市吉美 950-28） 

（７） 入札の執行回数 

① ２回を限度とする。 

② １回の開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないときは、再度入札を行う。 

 

７．入札保証金 

免除 

 

８．入札の無効 

湖西市水道事業契約規程（湖西市契約規則（昭和 57 年市規則第 16 号）第 19 条（入札

の無効）に準ずる）の規定に該当する入札又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札は

無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消すものと

する。 

  なお、落札決定時において、２に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当

する。 

 

９．落札者の決定方法 

（１） 落札候補者 

湖西市水道事業契約規程（湖西市契約規則第 11 条に準ずる）に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候

補者とする。 

なお、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者が複数

いた場合は、くじにより落札候補者を決定する。 

 

（２） 落札者 

     落札候補者から提出された事後審査資料により、入札参加資格の有無を確認する。 

その結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合には、落札決定する。 

なお、落札候補者が入札参加資格を有していないと確認した場合又は落札候補者

が提出日までに事後審査資料を提出しない場合は、落札候補者が行った入札を無

効とした上で、次順位者を落札候補者として審査を行う。 

 

10．再度入札 

（１） 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、速やかに再度の入札

を行う。 

（２） その他 



① 初度の入札において決定した全ての落札候補者が入札参加資格を有しなか

った場合であって、再度入札に参加できる者がいる場合も、再度入札を実施

する。 

② １回目の入札に参加しなかった者又は１回目の入札で無効な入札をした者

は再度入札に参加することはできない。 

 

11. 入札結果の通知 

  開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は商号及び金額を、落札

者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。郵便入札

による場合には、落札者に直ちに口頭で知らせ、後日書面による通知を行う。 

 

12．不落随意契約への移行 

  再度入札を実施した結果、落札候補者が決まらないときは、湖西市水道事業競争契約入

札心得第 19 条の規定により、有効な入札をした者の中で最低価格の入札者から見積書を

徴する。 

この場合において、入札執行者は、見積書を徴する前に当該者の入札参加資格の有無を

確認することがある。 

 

 

13．事後審査 

落札候補者は以下の書類を提出し、入札参加資格等について審査を受けなければならな

い。 

（１） 提出期間 

落札候補者を決定した日から５日以内（土・日曜日及び祝日は除く。）とする。 

（２） 提出書類 

ア 納品する水道メーターが「湖西市水道事業電子式指示方式水道メーター購入 

標準仕様書」の性能に適合していることが確認できる書類（紙及び電子デー 

タ） 

イ 計量法第 90条の規定に基づき指定された指定製造事業者（水道メーター第 

一類及び第二類）又は指定製造事業者（水道メーター第一類、第二類）から水 

道メーターを調達して履行した実績を証する書面の写し 

ウ 入札価格内訳書 

 

13．契約 

（１） 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 契約書作成の要否 

要 



（３） 落札候補者は、落札決定後契約担当者から交付された契約書に記名押印し、遅滞

なく契約担当者に提出すること。 

（４） 落札者が正当な理由なく契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う 

ものとする。 

 

14．契約保証金 

  免除 

 

15．特定の不正行為等に対する措置 

（１） 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請

求する。また、損害賠償の請求に併せて本件契約を解除することがある。 

（２） 「湖西市発注公共工事暴力団排除措置要領（平成６年１月１日施行）」に基づく

排除措置を受けた場合には契約を解除する。また、解除条項に基づき損害賠償を

請求することがある。 

（３） 本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに市に報告するとと

もに警察に被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措

置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措

置を講ずることがある。 

 

16．その他 

（１） 入札に参加しようとする者は、この入札説明書を熟読の上、公正かつ適正に入札

しなければならない。 

（２） この入札説明書において、特別な定めのない事項については、「湖西市水道事業

競争契約入札心得」に基づいて入札を執行する。 

（３） 落札決定から契約締結の日までの期間において、落札者が次のいずれかに該当

することとなった場合、原則として契約を締結しないものとする。また、この場

合、湖西市は一切の損害賠償の責を負わない。 

    ア 「湖西市発注公共工事暴力団排除措置要領（平成６年１月１日施行）」に基づ

く排除措置を受けた場合 

    イ 「湖西市工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止措置を

行う場合 

 

17．問合せ先 

湖西市役所環境部上下水道課 総務係 

〒431-0441 湖西市吉美 950-28 

電話 053-574-2213 

E-mail：jougesoumu@city.kosai.lg.jp 


